
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
十
六
号 

 
 

 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
外
航
船
舶
」
と
は
、
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十

号
）
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
を
い
う
。 

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す

る
料
金
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

 

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
に
係
る
業
務
の
委
託
） 

第
十
四
条
の
三 

臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
の
徴
収
に
係
る
業
務
は
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
に
接
続

す
る
道
路
に
つ
い
て
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定

す
る
料
金
（
以
下
「
道
路
の
料
金
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
し
て
い
る
会
社
等
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
（
以
下
単

に
「
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
を
道
路
の
料
金
と
と
も

に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
中
「
許
可
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
等
又

は
道
路
管
理
者
に
委
託
さ
れ
た
業
務
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
平
成
二
十
一
年
度
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
（
た
だ
し
、
平

成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
つ
て
会
社
等
又
は
道
路
管
理
者
に
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
の
徴

収
に
係
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
等
又
は
道
路
管
理
者
が
自
ら
の
収
入
と
し
て

徴
収
す
る
道
路
の
料
金
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
一
定

の
割
引
の
制
度
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
割
引
の
制
度
に
準
じ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
表
第
一
重
要
港
湾
の
表
係
留
施
設
の
部
中
「
４ 

外
航
船
舶
と
は
、
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十



三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
を
い
う
。
」
を
削
り
、
同
表
臨

港
交
通
施
設
の
部
中 

 
 

 

 

「 

一
台
一
回
に
つ
き 

 

普
通
車 

 

大
型
車 

 

特
大
車 

普
通
車
用
回
数
通
行
券 

 

一
冊
一
〇
〇
円
券 

 
 

一
一
枚
つ
づ
り 

一
冊
一
〇
〇
円
券 

六
〇
枚
つ
づ
り 

一
冊
一
〇
〇
円
券 

一
〇
〇
枚
つ
づ
り 

大
型
車
用
回
数
通
行
券 

 

一
冊
一
五
〇
円
券 

 
 

一
一
枚
つ
づ
り 

 

一
冊
一
五
〇
円
券 

六
〇
枚
つ
づ
り 

 

一
冊
一
五
〇
円
券 

一
〇
〇
枚
つ
づ
り 

特
大
車
用
回
数
通
行
券 

一
冊
二
〇
〇
円
券 

一
一
枚
つ
づ
り 

一
冊
二
〇
〇
円
券 

六
〇
枚
つ
づ
り 

一
冊
二
〇
〇
円
券 

 

一
〇
〇
枚
つ
づ
り 

路
線
バ
ス
用
回
数
通
行
券 

普
通
車 

一
冊
一
〇
〇
円
券 

 

三
〇
〇
枚
つ
づ
り 

大
型
車 

一
冊
一
五
〇
円
券 

三
〇
〇
枚
つ
づ
り 

一
〇
〇
円 

一
五
〇
円 

二
〇
〇
円 

一
、
〇
一
〇
円 

五
、
〇
九
〇
円 

八
、
一
五
〇
円 

一
、
五
二
〇
円 

七
、
六
四
〇
円 

一
二
、
二
三
〇
円 

二
、
〇
三
〇
円 

一
〇
、
一
九
〇
円 

一
六
、
三
一
〇
円 

二
一
、
四
〇
〇
円 

三
二
、
一
一
〇
円 

を 

 
 

      

」 

「 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
な
い
で
徴
収
す
る
場
合 

 

一
台
一
回
に
つ
き 

普
通
車 

大
型
車 

特
大
車 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
す
る
場
合 

一
台
一
回
に
つ
き 

普
通
車 

 

午
前
〇
時
以
後
午
前
六
時
よ
り
前
ま
で
の
間 

 

午
前
六
時
以
後
午
前
九
時
よ
り
前
ま
で
の
間 

 

午
前
九
時
以
後
午
後
五
時
よ
り
前
ま
で
の
間 

一
〇
〇
円 

一
五
〇
円 

二
〇
〇
円    

一
〇
〇
円 

九
〇
円 

一
〇
〇
円 

 

に
改
め
、
同
表 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
 

 
 

 

午
後
五
時
以
後
午
後
八
時
よ
り
前
ま
で
の
間 

午
後
八
時
以
後
午
後
一
二
時
よ
り
前
ま
で
の
間 

大
型
車
（
路
線
バ
ス
） 

大
型
車
（
路
線
バ
ス
以
外
の
も
の
） 

特
大
車 

九
〇
円 

一
〇
〇
円 

一
一
〇
円 

一
二
〇
円 

一
六
〇
円 

 

」 

廃
棄
物
処
理
施
設
の
部
中
「
外
航
船
舶
と
は
、
消
費
税
法
施
行
令
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

船
舶
を
い
う
。
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
地
方
港
湾
の
表
係
留
施
設
の
部
中
「
３ 

外
航
船
舶
と
は
、
消
費
税
法
施
行
令
第
十
七
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
を
い
う
。
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一 

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

二 

附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定 

平
成
二
十
二
年
五
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い

る
臨
港
道
路
の
回
数
通
行
券
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
下
ら
な
い
規
則
で
定

め
る
期
間
に
限
り
、
有
効
な
通
行
券
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
回
数
通
行
券
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

別
に
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所
持
人
の
申
出
に
基
づ
い
て
払
戻
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
広
島
港
に
係
る
地
区

で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
の
岸
壁
、
荷
役
機
械
及
び
荷
さ
ば
き
地
の
通
常
使
用
に
よ
る
場
合
の
係
船

料
及
び
使
用
料
の
金
額
は
、
改
正
後
の
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
別
表
第
一
重
要
港
湾
の
表
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
規
定
す
る
金
額
と
す
る
。 

 

港
湾

施
設 

港
湾

施
設 

の
種 

類 

種 

別 

単 
 

 
 

 

位 

金 
 

額 

摘 

要 

外

航

船

舶

そ
の
他
の
船
舶 

係
留 

施
設 

岸
壁 

係
船
料 

係
留
一
回
総
ト
ン

数
一
ト
ン
に
つ
き

二
時
間
ま
で 

二
時
間
を
超
え

四
時
間
ま
で 

四
時
間
を
超
え

二
円
二
七
銭

二
円
六
五
銭

二
円
三
八
銭  

二
円
七
八
銭  

総
ト
ン
数
が 

一
万
ト
ン
を 

超
え
る
船
舶 

に
つ
い
て
は
、

一
万
ト
ン
を 

超
え
る
ト
ン 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

六
時
間
ま
で 

六
時
間
を
超
え

一
二
時
間
ま
で

一
二
時
間
を
超

え
二
四
時
間
ま

で 二
四
時
間
を
超

え
る
場
合 

 

超
え
る
時
間

二
四
時
間
ま

で
ご
と
に 

三
円
三
銭

四
円
四
銭

五
円
三
九
銭

六
円
八
二
銭

三
円
一
八
銭  

四
円
二
四
銭   

五
円
六
六
銭     

七
円
一
五
銭 

数
に
〇
・
七 

を
乗
じ
て
得 

た
数
値
に
一 

万
を
加
算
し 

た
数
値
を
総 

ト
ン
数
と
み 

な
す
。 

荷
役

機
械 

使
用
料 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

四
二
、 〇

〇
〇
円 

 

荷
さ

ば
き

施
設 

荷
さ

ば
き

地 

使
用
料 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
日
ま
で
ご
と
に

三
円
九
九
銭 

 

 

５ 

平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
福
山
港
に
係
る
地
区

で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
の
岸
壁
、
荷
役
機
械
、
荷
さ
ば
き
地
、
上
屋
及
び
野
積
場
の
通
常
使
用
に

よ
る
場
合
の
係
船
料
及
び
使
用
料
の
金
額
は
、
改
正
後
の
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
別
表
第
一
重
要

港
湾
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
規
定
す
る
金
額
と
す
る
。 

 

港
湾

施
設 

港
湾

施
設

の
種

類 

種 

別 

単 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

位 
金 

 

額 

外

航

船

舶

そ
の
他
の
船
舶 

係
留

施
設 

岸
壁 

係
船
料 

係
留
一
回
総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ

き 

二
時
間
ま
で 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
未
満

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

二
時
間
を
超
え
四
時
間
ま
で 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
未
満

一
円
七
〇
銭

二
円
二
七
銭

一
円
九
八
銭

 

一
円
七
八
銭 

二
円
三
八
銭 

二
円
八
銭 

 
 

 
 

 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

四
時
間
を
超
え
六
時
間
ま
で 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
未
満

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

六
時
間
を
超
え
一
二
時
間
ま
で

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
未
満

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

一
二
時
間
を
超
え
二
四
時
間
ま

で 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
未
満

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

二
円
六
五
銭

二
円
二
七
銭

三
円
三
銭

 
 

三
円
三
銭

四
円
四
銭

四
円
四
銭

五
円
三
九
銭

二
円
七
八
銭 

二
円
三
八
銭 

三
円
一
八
銭 

三
円
一
八
銭

四
円
二
四
銭   

四
円
二
四
銭 

五
円
六
六
銭 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四
時
間
を
超
え
る
場
合 

超
え
る
時
間
二
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
未
満

水
深
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

  

五
円
三
九
銭

六
円
八
二
銭

 

五
円
六
六
銭 

七
円
一
五
銭 

荷
さ

ば
き

施
設 

荷
役

機
械 

使
用
料 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン 

 
ジ
ブ
ク
レ
ー
ン 

四
二
、 〇

〇
〇
円 

二
八
、 七

二
〇
円 

荷
さ

ば
き

地 

使
用
料 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
日
ま
で
ご
と
に 

二
級
地 

 

三
円
九
九
銭 

 

上
屋 

使
用
料 

二
級
コ
ン
テ
ナ
・
フ
レ
ー
ト
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
日
ま
で
ご
と
に 

一
三
円
七
銭 

保
管

施
設 

野
積

場 

使
用
料 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
日
ま
で
ご
と
に 

二
級
地 

舗
装
地 

三
円
九
九
銭 

 

６ 

平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
広
島
港
廿
日
市
地
区

及
び
尾
道
糸
崎
港
機
織
地
区
の
岸
壁
（
主
と
し
て
木
材
を
運
搬
す
る
船
舶
の
利
用
に
供
さ
れ
る
水
深
十

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
知
事
が
別
に
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
係
船
料
の
金
額
は
、

改
正
後
の
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
別
表
第
一
重
要
港
湾
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に

規
定
す
る
金
額
と
す
る
。 

 

金 
 

 

額 

単 
 

 
 

 

位 

外

航

船

舶

そ
の
他
の
船
舶

摘 
 

要 

係
留
一
回
総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き 

二
時
間
ま
で 

二
時
間
を
超
え
四
時
間
ま
で 

四
時
間
を
超
え
六
時
間
ま
で 

六
時
間
を
超
え
一
二
時
間
ま
で 

一
二
時
間
を
超
え
二
四
時
間
ま
で 

二
四
時
間
を
超
え
る
場
合 

超
え
る
時
間
二
四
時
間
ま
で
ご
と
に

二
円
五
五
銭

二
円
九
八
銭

三
円
四
一
銭

四
円
五
五
銭

六
円
七
銭

 

八
円
九
銭

二
円
六
七
銭

三
円
一
二
銭

三
円
五
七
銭

四
円
七
七
銭

六
円
三
六
銭

八
円
五
〇
銭

総
ト
ン
数
に
一 

ト
ン
未
満
の
端 

数
の
ト
ン
数
が 

あ
る
と
き
は
、 

そ
の
端
数
は
一 

ト
ン
と
し
て
計 

算
し
、
総
ト
ン 

数
の
表
示
の
な 

い
船
舶
の
ト
ン 

数
の
算
出
に
つ 

い
て
は
、
知
事 

の
定
め
る
と
こ 

ろ
に
よ
る
。 

 

 


